
　「文化」は、我が国における重要な観光資源であり、文化観光（日本の歴史、伝統といった文化についての理解を
深めることを目的とする観光）を推進しているところ。ワーケーションの推進に当たっては、その機会を活用して文化芸
術や文化財についての理解を深め、楽しむことができるよう、文化資源を中核とする観光拠点・地域を整備するなど、
文化観光コンテンツの充実を図ることが重要である。　　

文化観光関係の主な施策（令和２年度第３次補正及び令和３年度当初予算（案）等）

文化庁事業とワーケーションの推進について

文化庁（文化観光関係　令和２年度第３次補正、令和３年度当初予算（案））

③文化財・博物館等のインバウンド対応

①文化資源を中核とする観光拠点・地域の整備の促進
　文化観光推進法に基づく文化観光拠点・地域の整備の促進、日本遺産等の文化資源の魅力向上や発信強化、文化財保存活
用地域計画等の認定、策定支援等の取組を加速する。

　訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させるため、文化財に対して多言語で先進的・高次元な言語解説を整
備する事業を、観光施策と連携させつつ実施する。また、富裕層など上質な観光サービスを求め、これに相応の対価を支払う旅行者
の長期滞在・消費拡大に向け、文化施設や文化資源の高付加価値化を促進し、「文化振興・観光振興・地域活性化」の好循環を
創出する。

②国立文化施設の機能強化等
　国立文化施設（国立科学博物館、国立美術館、国立文化財機構、日本芸術文化振興会）が、　国民の貴重な財産である
有形・無形の文化的資産を確実に保存、蓄積、継承、発信するとともに、基幹的設備整備などの機能強化及び快適な観覧・鑑
賞環境の充実に必要な整備を行うことにより、ナショナルセンターとしての機能強化を図る。

④博物館等の国際交流の促進
２０２１年に延期された東京オリンピック・パラリンピックや、さらに２０２５年の大阪・関西万博を見据え、「新たな日常」に対応した
収益力の強化や、日本文化の発信機能の強化が重要であることから、海外館と連携し、ウィズコロナにおける持続的な国際交流モデ
ルを構築する。

【資料５】 



　①②③：補助事業　
　　■補助対象者：拠点計画又は地域計画の策定主体又は実施主体となる者
　　■補助金額：予算の範囲内で補助対象経費の２／３
　④：委託事業

趣旨

④計画の推進のための支援　　　好事例の収集・分析、専門家の派遣、取組事例の横展開のためのセミナー等を実施。

事業

内容

スキーム 積算
■積算内訳
①：40,000千円　
②③：45,000千円×40箇所＝1,800,000千円
④：105,000千円

地方負担分は特別交付税措置を要望中

文化の振興、観光の振興、地域の活性化の好循環を生み出すことを目的とする「文化観光拠点施設を中核とした地域に
おける文化観光の推進に関する法律」に基づく拠点計画及び地域計画の策定・実施のための事業について支援を行う。

②文化拠点としての機能強
化に資する事業に対する
支援

　　　※感染症防止対策等の対応
が含まれる。

③地域における文化観光
の総合的かつ一体的な
推進に資する事業に対
する支援

　　　※感染症防止対策等の対応
が含まれる。 

①計画の策定のための支援　　　　データの収集・分析、アンケートの実施、協議会等の開催、実証調査等の経費を支援。

 令和３年度予算額（案）　 1,945百万円
　　　　　（前年度予算額　　  1,490百万円）

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業



地域が、日本遺産を通じて地域の活性化や観光振興を推進する取組に対
する支援

　地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan Heritage）」として認定するとともに、
ストーリーを語る上で不可欠な魅力ある有形・無形の文化財群を地域が主体となって総合的に整備・活用し、国内外に戦略的に発信
することにより、地域の活性化・観光振興を図る。

概　要

「日本遺産」全体の底上げを図り、ブランドを維持・強化していくための具体的な方策（取組状況に関するフォローアップの強化、優良な取組事例の横展開、新たな制度の
導入等）について、外部有識者で構成される「日本遺産フォローアップ委員会」において検討し、施策に反映。

日本遺産（Japan Heritage)

外部
有識者
の意見

地域に点在する様々な遺産を「面」として活用・発信
寺社・仏閣

城郭

遺跡

伝統芸能

食文化

⇒パッケージ化した文化財群を一体的にPRし、
　 地域のブランド化・アイデンティティの再確認を促進

私たちの町には、
こんなストーリーが
あるのよ

・観光ガイドやボランティア解説員の育成等

②普及啓発事業 ・ワークショップ、シンポジウム、ＰＲイベント等の開催等

・旅行者（訪問予定者）の嗜好性 調査等

本邦国策を北海道に観よ！
～北の産業革命「炭鉄港」～

　令和３年度予算額（案）　　 673百万円
　　 　　　　 （前年度予算額 　　672百万円）日本遺産活性化推進事業

琉球王国時代 から連綿 と続く
沖縄 の伝統的 な「琉球料理 」
と「泡盛 」、そして「芸能 」

地域文化財総合活用推進事業 日本遺産プロモーション事業

・JNTOと連携した海外プロモーションの抜本的強化
・日本遺産周遊促進モデルの構築
・日本遺産ポータルサイトを通じた国内外への情報発信、「日本遺産の日（２

月１３日）」を中心に日本遺産認定地域と連携した普及啓発イベントの開催、
ツーリズムＥＸＰＯジャパンへの出展等による認知度・ブランド力の向上

・地域のニーズにあった専門家の派遣（日本遺産プロデューサー派遣事業）に
よる地域活性化の支援

・民間企業等との連携強化を図るために官民連携プラットホームの形成

①人材育成事業

③調査研究

文化庁
による認定

地域に対する支援　

※①②③において、感染症防止対策等に対応



地域における文化財の総合的な保存・活用

重要文化財等に
指定・選定して
個別に保護措置

仏像

社寺仏閣

お祭り

古民家

民謡舞踊

都道府県：文化財保存活用大綱の策定

市町村：文化財保存活用地域計画の策定

地域の
文化財の
総合的な
保存活用

・域内の文化財の総合的な保存活用に係る取組の方針、広域区域ごとの取組、小規模市町村への支援等

協議会
市町村、都道府県、文化財の所有者、文化財
保存活用支援団体のほか、学識経験者、商工
会、観光関係団体など必要な者で構成

地方
文化財保護

審議会

保存活用のために必要な措置
・価値付け
・修理管理
・ガイダンス施設整備
・普及啓発  等

域内の文化財の総合的な把握
(未指定文化財を含む)

文化財保存活用支援団体：市町村は地域計画に記載された保存活用のための措置と
活動方針が合致する民間団体を指定し、民間も含め地域一体での文化財継承へ

遺跡

地
域
計
画
の
認
定

国（文化庁長官）

改正文化財保護法による文化財保存活用地域計画の認定について

　過疎化・少子高齢化などを背景に、文化財の滅失や散逸等の防止が緊急の課題であり、未指定を含めた文化財を
まちづくりの核とし、社会総がかりで、その継承に取組んでいくことが必要。このため、地域における文化財の計
画的な保存・活用の促進や、地方文化財保護行政の推進力の強化を図る。

これに加えて、地域社会
全体で文化財の継承

町村への一部事務の権限移譲 国に対する登録文化財の提案

(ボトムアップでの未指定文化財の保護の促進)(認定町村における円滑な計画の実施)

・国の認定を受けた計画には２つの効果
 

○国の認定を受けた文化財保存活用地域計画（令和２年１２月１８日現在　計２３市町）



　　・国立美術館施設整備費補助金

        国立新美術館土地購入　　　　　　 　　　１００百万円　 　　　　 

　　国立文化施設（国立科学博物館、国立美術館、国立文化財機構、日本芸術文化振興会）が、　国民の貴重な財産である有
形・無形の文化的資産を確実に保存、蓄積、継承、発信するとともに、基幹的設備整備などの機能強化及び快適な観覧・鑑賞
環境の充実に必要な整備を行うことにより、ナショナルセンターとしての機能強化を図る。

　　◆「経済財政運営と改革の基本方針2020」（令和2年7月17日閣議決定）
　第３章 ２．① 観光の活性化　（前略）多言語表記などストレスフリーで観光できる環境整備、スノーリゾート整備や文化施設（※）・国立公園などの観光資源とし
ての更なる活用等、新たなコンテンツづくりに取り組む。（後略）※ 国立劇場の再整備に向けた検討や、博物館・美術館等の文化施設の機能強化を含む。

　第３章 ２．⑤ スポーツ・文化芸術の力　歴史あるイベントや伝統行事等が中止され、活動の自粛が余儀なくされる中、スポーツ・文化芸術の灯を守り抜き、国民

が再び活力と潤いのある豊かな生活を取り戻すことができるよう、スポーツ・文化芸術活動の再開・継続・発展を力強く支援する。（中略）文化芸術の発展・継承のた

め、団体等の活動基盤を強化し、日本博等の全国展開、メディア芸術ナショナルセンター構想、最先端技術も活用した発信等を通じ、国家ブランドを構築する。地

域の宝である文化財を防衛する観点の取組や、伝統行事や食、日本遺産等の地域の文化資源の継承・磨き上げを支援し、「文化芸術の力」で地域の躍動を図る。

○運営費交付金
　　国立文化施設におけるコロナ対応等を踏まえた展覧・公演事業等の実施、収蔵品及び観覧・鑑賞環境の充実、　
　多言語化対応や夜間開館の充実等を含め、ナショナルセンターにふさわしい機能強化を図る。

　　・国立科学博物館運営費交付金　　　　　 ２,９２５百万円

　　・国立美術館運営費交付金　             ８,５１１百万円

    ・国立文化財機構運営費交付金　　　　 　９,０５２百万円

    ・日本芸術文化振興会運営費交付金　   １０,６４０百万円　　　　　　　

１．国立文化施設の機能強化　 　　   ３１,１２９百万円( ２９,５１７百万円)

２．国立文化施設等の整備　　　　　　　　 　　１００百万円(　 １,７１２百万円)　　　

国立文化施設の機能強化・整備 令和3年度予算額（案）　 31,229百万円
(前年度予算額　　　　　  　 31,229百万円)

最先端技術を活用したコンテンツの提供
（国立科学博物館）

【びじゅチューン×きゅーはく】
なりきり美術館(九州国立博物館）

体験型英語ガイド
(東京国立近代美術館）

国立新美術館外観



 訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させるため、文化財に対して多言語で先進的・高次元な言語解説を整備する事業を、
観光施策と連携させつつ実施する。また、富裕層など上質な観光サービスを求め、これに相応の対価を支払う旅行者の長期滞在・消費拡大
に向け、文化施設や文化資源の高付加価値化を促進し、「文化振興・観光振興・地域活性化」の好循環を創出する。

概要

事業内容

 ２次元コードにスマートフォン
をかざすと、英語など多言語解説
文のテキスト表示と音声が読み上
げられる。

 現存しない建造物等を史実に基づ
いて高精細かつ色鮮やかに、多言語
によるナレーションにより、VRコン
テンツで再現。

観光庁・文化庁・環境省の連携による解説整備を推進

【文化庁】
先進的・高次元な媒体

整備

【観光庁】
魅力的でわかりやすい

解説文作成 分かりやすい
多言語解説整

備推進委員会

文化財・博物館等のインバウンド対応

　文化財を中核とした観光拠点を中心として、先進的・
費用対効果の高い多言語解説の整備【補助率１／３】

（栃木：二荒山神社等） （奈良：春日大社等）

【対象事業者】
 文化財所有者、自治体、民間団体等

・令和３年度予算額（案）  1,770百万円
　（前年度予算額　  1,847百万円）
・［文化資源の高付加価値化の促進］

令和２年度第３次補正予算額（案）　８億円

博物館等の文化施設における
夜間の特別解説ツアーの実施

文化資源をユニークベニューとして活用した

音楽祭や芸術祭等の実施

特別な体験の提供

上質な文化観光コンテンツの造成等を支援し、文化施設
や文化資源の高付加価値化を促進するとともに、本事業
で得られる成果を横展開することで、民間事業者等による
更なる取組の促進を図る

城泊の実施

【対象事業者】
 文化施設・文化資源の設置者・管理者、
 観光地域づくり法人（DMO）、自治体、民間事業者等



博物館等の国際交流の促進

趣旨
　「ICOM京都大会２０１９」を契機として、若手研究者の海外ネットワークの構築等の国際交流を促進してきたところ、新型コロナウイ
ルスによって甚大な影響を受けている。２０２１年に延期された東京オリンピック・パラリンピックや、さらに２０２５年の大阪・関西
万博を見据え、「新たな日常」に対応した収益力の強化や、日本文化の発信機能の強化が重要であることから、海外館と連携し、ウィズ
コロナにおける持続的な国際交流モデルを構築する。

 

事業

内容

スキーム 積算
・学芸員等の相互派遣、共同調査・研究 
                 25,021千円（事業件数 ２件程度）    
・博物館制度・運営の調査研究   12,000千円
・海外ネットワーク構築      12,000千円
・その他審査経費等          2,587千円

令和３年度予算額（案） 51,608千円

令和３年度予算額（案）　 52百万円
　　　　（前年度予算額　　33百万円）

令和4年度 令和5年度 令和6年度

国
管
理
運
営

事
務
局

実
施
事
業
者

進捗管理、
指導助言等

調査研究
の委託

事業実施
の委託

枠
組
み
の
構
築

土
台

づ
く
り海外ネットワーク構築（国際会議等に専門家を派遣）

               　　　　　　 博物館制度・運営の調査研究

展覧会

（本邦館所蔵文化財活用）

リモート教育

大
阪
・関
西
万
博
開
催

＜ 進め方（イメージ）＞

展覧会（本邦館所蔵

文化財レプリカ活用）

本邦館開催

海外館開催

オンライン展示会

（デジタルアーカイブ活用）

リモート教育 リモート教育 リモート教育

展覧会

（海外館所蔵文化財レプリカ活用）

 

シンポジウム シンポジウム シンポジウム

展覧会（海外館

所蔵文化財活用）

シンポジウム

令和２年度３次補正⇒令和３年度

レプリカ製作

(本邦・海外文化財)

シンポジウム

リモート教育

連
携
協
定

デジタルアーカイブ

(本邦・海外文化財)

リモート教育

学芸員等の相互派遣、
共同調査・研究

学芸員等の相
互派遣、共同
調査・研究

　令和２年度３次補正 令和３年度当初
学芸員等の相互派遣、共同調査・研究

シンポジウム

令和３年度当初
海外ネットワーク構築（国際会議等に専門家を派遣）

博物館制度・運営の調査研究

オンライン展示会

(デジタルアーカイブ活用)

令和２年度第３次補正予算額（案）　384百万円




